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相談支援専門員に係る研修について
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○相談支援従事者研修事業実施要綱（第1）

「地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要
な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適
切な利用支援等の援助技術を習得すること及び困難事例に対する
支援方法について助言を受けるなど、日常の相談支援業務の検証
を行うことにより相談支援に従事する者の資質の向上を図ること
を目的とする。」

相談支援従事者研修の概要
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以下の①、②の両方を満たすことで、相談支援専門員として配置

可能

①実務経験を満たすこと

②相談支援従事者初任者研修の修了

※初任者研修修了後、現任研修を受講して資格を更新する必要あり

相談支援専門員になるための要件
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研修の種類
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現任研修について

【対象者】
指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の経験を有する者。
具体的には初回の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があるこ
と、２回目以降の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があるこ
と又は現に相談支援業務に従事していることを研修の受講要件とする。
なお、旧カリキュラム受講者は初回受講時については、上記の要件を求めないこととす
る。
（注）旧カリキュラム受講者とは、令和２年４月１日前５年間において、相談支援従事
者現任研修、主任相談支援専門員研修又は相談支援従事者初任者研修を修了した者であ
る。

【参考】受講時期（令和７年度に初任者研修を修了した場合）
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年度 ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １６ １７ １８

研修 初任
現任（1回目）

※期間内に一度受講（必ず5年おきに受講
する必要はなし）

現任（2回目）


